
当院の施設基準・加算について 
 
・保険医療機関である旨の標⽰ 
  当院は厚⽣労働⼤⾂の定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。 
 
・施設基準等の届出について 
  当院は、関東信越厚⽣局に厚⽣労働⼤⾂の定める施設基準について、以下の届出を⾏っております。 
 

1. 医療情報取得加算 
2. 医療 DX 推進体制整備加算 
3. ⼀般名処⽅加算 
4. 明細書発⾏体制等加算 
5. 夜間・早朝等加算 
6. 検査・画像情報提供加算及び電⼦的診療情報評価料 
7. がん性疼痛緩和指導管理料 
8. がん患者指導管理料 
9. 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 
10. 外来在宅ベースアップ評価料 I 
 
 
1. 医療情報取得加算 

当院はオンライン資格確認を⾏う体制を有しております。当院を受診された患者さんに対し、受診歴、薬剤
情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活⽤して診療を⾏っております。 
 

2. 医療 DX 推進体制整備加算 
医療 DX 推進の体制に関する事項、及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得し、活⽤して診療
を⾏っております。 

・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等
を活⽤して診療を実施しております。 

・マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の⾼い医療を提供できる様に、取り組んでおります。 
・電⼦処⽅箋の発⾏、及び電⼦カルテ情報共有サービスなどの医療 DX にかかる取り組みを実施しており 

ます。 
 
3. ⼀般名処⽅加算 

   当院は後発医薬品の使⽤促進を図ると共に、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。後発
医薬品のある医薬品については、薬剤の成分をもとにした⼀般名処⽅を⾏っております。患者さんの希望
で⼀部の先発品（⻑期収載品）を処⽅する場合や、⼀般名処⽅であっても患者さんが薬局で先発品を希望
される場合には、保険外の料⾦（選定療養）がかかることも踏まえ、⼀般名処⽅を⾏っています。 

 



4. 明細書発⾏体制等加算 
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発⾏の際に、算
定した診療報酬の区分・項⽬の名称及び、その点数または⾦額を記載した詳細な明細書を無料で交付して
おります。また、公費負担医療の受給者で医療費の⾃⼰負担のない⽅についても、明細書を無料で発⾏し
ております。なお、明細書には使⽤した薬剤の名称や、⾏われた検査の名称が記載されるものですので、
その点ご理解を頂き、ご家族の⽅が代理で会計を⾏う場合のその代理の⽅への発⾏も含めて、明細書の発
⾏を希望されない⽅は、会計窓⼝にてその旨をお申し出ください。 

 
5. 夜間・早朝等加算 

標榜する診療時間のうち、夜間・早朝加算の対象となる時間帯に初診または再診を⾏った場合に算定され
ます。当院における夜間・早朝加算の対象となる時間帯は、以下の通りとなります。 

   ・⼟曜⽇ 12〜13 時 
 

6. 検査・画像情報提供加算及び電⼦的診療情報評価料 
当院では、情報通信技術（ICT）を活⽤した、医療連携や、医療に関するデータの収集、利活⽤を⾏って
おります。診療情報提供所を書⾯で受けられた患者さんの検査結果、画像情報や退院時要約などを、ICT
による閲覧し、診療に役⽴てております。 
 

7. がん性疼痛緩和指導管理料 
緩和ケアの経験を有する医師（緩和ケアに係わる研修を受けた物に限る）が当該指導管理を⾏った場合に
算定されます。 
 

8. がん患者指導管理料 
  がんと診断された患者さんに対し、医師や看護師が診療⽅針の説明や不安の軽減に対する⾯接や指導を 

⾏った場合に算定されます。 
 

9. 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 
乳腺炎が原因となり、⺟乳育児に困難が⽣じた⽅に対し、授乳や⽣活に関する指導、⼼理的⽀援等を⾏い、
乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予防に向けた包括的なケアや指導を⾏った場合、1 回の分娩につき、4
回に限り算定します 
 

10. 外来在宅ベースアップ評価料 I 
この加算により得られた診療報酬の全額を、当院職員（医師を除く）の賃上げに使⽤することを条件に算定
されます。 


